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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

　　当社は、2025年９月12日および、2025年10月14日開催の当社取締役会において、臨時株主総会の承認及び必要な所定

の手続き等の承認が得られることを前提として、吸収分割による持株会社体制への移行及び事業承継を目的とした子会社

を設立することを決議しましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第

２項第７号の規定に基づき、2025年10月31日付で臨時報告書を提出いたしました。

今般、当社は、2025年11月14日開催の当社取締役会において、2025年12月11日に開催予定の当社臨時株主総会において関

連議案の承認が得られること及び必要に応じ関係官公庁の許認可等が得られることを条件に、2026年３月１日（予定）を

効力発生日として吸収分割契約の締結を承認することを決議し、未決議事項について決定いたしましたので、金融商品取

引法第24条の５第５項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】

　２　報告内容について、以下のとおり訂正いたします。なお訂正箇所は、下線を付して表示しております。

 

３【訂正箇所】

２　報告内容の訂正箇所には、下線を付して表示しております。

(訂正前)

1.当該吸収分割の相手会社に関する事項

(1)商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号 :株式会社関通物流分割準備会社

本店の所在地:兵庫県尼崎市西向島町111番地の4

代表者の氏名:代表取締役 達城 利卓

資本金の額 :20,000千円

純資産の額 :未定

総資産の額 :未定

事業の内容 :配送センターの管理運営業務の受託または請負

 

商号 :株式会社関通分割準備会社

本店の所在地:兵庫県尼崎市西向島町111番地の4

代表者の氏名:代表取締役 朝倉 寛士

資本金の額 :20,000千円

純資産の額 :未定

総資産の額 :未定

事業の内容 :配送センターの管理運営業務の受託または請負

 

商号 :株式会社関通IT分割準備会社

本店の所在地:兵庫県尼崎市西向島町111番地の4

代表者の氏名:代表取締役 古川 雄貴

資本金の額 :20,000千円

純資産の額 :未定

総資産の額 :未定

事業の内容 :コンピューターシステムの企画、設計、開発、構築、保守、運用及び 管理

 

商号 :株式会社関通営業分割準備会社

本店の所在地:兵庫県尼崎市西向島町111番地の4

代表者の氏名:代表取締役 松岡 正剛

資本金の額 :20,000千円

純資産の額 :未定

総資産の額 :未定

事業の内容 :物流サービス及び物流関連システムの販売、導入支援、運用サポート 並びにそれらに付随する営業代行

業務

 

(2)最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

当事業年度が設立初年度のため、該当事項はありません。

 

(3)大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
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株式会社関通(提出会社)100％を予定しています。

 

(4)提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

相手会社は提出会社の連結子会社となる予定ですが、それ以外は現時点では確定しておりません。

 

2.当該吸収分割の目的

各事業において経営責任を明確にしつつ、さらなる成長を促すとともに、機動的な経営判断を可能とすることにより、

事業環境の変化に柔軟に対応し事業の拡大を進めることを目的として、吸収分割により、本事業に関する権利義務を当

社の100％子会社に承継する予定です。

 

 

 

3.当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容

(1)吸収分割の方法

現時点では確定しておりません。

 

(2)吸収分割に係る割当ての内容

現時点では確定しておりません。

 

(3)その他の吸収分割契約の内容

ア.承継する権利義務

現時点では確定しておりません。

 

イ.今後の予定

 

(1)
吸 収 分 割 契 約 に 関 す る

取 締 役 会 決 議 日
2025年11月14日（予定）  

(2) 吸 収 分 割 契 約 締 結 日 2025年11月14日（予定）  

(3) 分 割 承 認 臨 時 株 主 総 会 2025年12月11日（予定）
※基準日設定の事実を別途、開示しておりま

す

(4) 吸 収 分 割 の 効 力 発 生 日 2026年３月 1日（予定） ※持株会社体制への移行日となります

 

ウ.契約の内容は現時点では確定しておりません。

 

4.吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠

現時点では確定しておりません。

 

5.当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、

総資産の額及び事業の内容

現時点では確定しておりません。

 

(訂正後)

1.当該吸収分割の相手会社に関する事項

(1)商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号 :株式会社関通物流分割準備会社（以下承継会社1といいます。）

本店の所在地:兵庫県尼崎市西向島町111番地の4

代表者の氏名:代表取締役 河井 章宏

資本金の額 : 20,000千円

純資産の額 : 20,000千円

総資産の額 : 20,000千円

事業の内容 :関東地区の配送センターの管理運営業務の受託または請負等

 

商号 :株式会社関通分割準備会社（以下承継会社2といいます。）

本店の所在地:兵庫県尼崎市西向島町111番地の4

代表者の氏名:代表取締役 朝倉 寛士

資本金の額 : 20,000千円
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純資産の額 : 20,000千円

総資産の額 : 20,000千円

事業の内容 :関西地区の配送センターの管理運営業務の受託または請負等

 

商号 :株式会社関通IT分割準備会社（以下承継会社3といいます。）

本店の所在地:兵庫県尼崎市西向島町111番地の4

代表者の氏名:代表取締役 古川 雄貴

資本金の額 : 20,000千円

純資産の額 : 20,000千円

総資産の額 : 20,000千円

事業の内容 :コンピューターシステムの企画、設計、開発、構築、保守、運用及び 管理等

 

商号 :株式会社関通営業分割準備会社（以下承継会社4といいます。）

本店の所在地:兵庫県尼崎市西向島町111番地の4

代表者の氏名:代表取締役 松岡 正剛

資本金の額 : 20,000千円

純資産の額 : 20,000千円

総資産の額 : 20,000千円

事業の内容 :物流サービス及び物流関連システムの販売、導入支援、運用サポート 並びにそれらに付随する営業代行

業務等

 

(2)最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

2024年8月1日設立の承継会社2の最終事業年度は2025年2月28日ですが、事業を開始していないため、売上高、営業利

益、経常利益及び純利益はいずれも0円です。

承継会社1は2025年10月13日に、承継会社3及び承継会社4は2025年10月6日に設立しており、該当事項はありません。

 

(3)大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

承継会社1,2,3,4いずれも株式会社関通(提出会社)100%

 

(4)提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係：承継会社1,2,3,4いずれも当社（提出会社）100%の連結子会社です。

人的関係：承継会社1,2,3,4いずれも当社より取締役をそれぞれ1名ずつ派遣しております。

取引関係：承継会社1,2,3,4いずれも事業を開始していないため、現状当社との取引はありません。

 

2.当該吸収分割の目的

各事業において経営責任を明確にしつつ、さらなる成長を促すとともに、機動的な経営判断を可能とすることにより、

事業環境の変化に柔軟に対応し事業の拡大を進めることを目的として、吸収分割により、本事業に関する権利義務を当

社の100%子会社に承継いたします。

 

3.当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容

(1)吸収分割の方法

当社を分割会社とする吸収分割により、分割する各事業を当社が100％出資する承継会社1,2,3,4に承継させます。

 

(2)吸収分割に係る割当ての内容

当社は承継会社1,2,3,4の発行済株式の全部を所有していることから、本吸収分割に際し、承継会社1,2,3,4は当社に対

し、本分割により承継する権利義務に代わる金銭等の割当ては行いません。

 

(3)その他の吸収分割契約の内容

ア.承継する権利義務

承継会社1,2,3,4が当社から承継する権利義務は、当該吸収分割にかかる吸収分割契約に定めるものを当社から承継し

ます。なお、承継会社1,2,3,4が当社から承継する債務及び義務につきましては、重畳的債務引受の方法によるものと

いたします。

 

イ.今後の予定

(1)
吸 収 分 割 契 約 に 関 す る

取 締 役 会 決 議 日
2025年11月14日  
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(2) 吸 収 分 割 契 約 締 結 日 2025年11月14日  

(3) 分 割 承 認 臨 時 株 主 総 会 2025年12月11日（予定）
※基準日設定の事実を別途、開示しておりま

す

(4) 吸 収 分 割 の 効 力 発 生 日 2026年３月 1日（予定） ※持株会社体制への移行日となります

 

 

 

 

ウ. 当社と承継会社1,2,3,4が2025年11月14日に締結しました吸収分割契約の内容は次のとおりであります。

 

＜当社と株式会社関通物流分割準備会社との吸収分割契約の内容＞

吸収分割契約書（写）

 

　株式会社関通（以下「甲」という）及び株式会社関通物流分割準備会社（以下「乙」という）は、甲の事業に関する

権利義務の一部を乙に承継させる吸収分割（以下「本吸収分割」という）に関し、次のとおり吸収分割契約（以下「本

契約」という）を締結する。

 

第１条（吸収分割）

　甲は、吸収分割の方法により、甲の関東地区の物流サービス事業（以下「本件事業」という）に関して甲が有する第

4条に定める権利義務を乙に承継させ、 乙はこれを承継する。

 

第２条（商号及び住所）

　本吸収分割にかかる甲及び乙の商号及び住所は、次のとおりである。

(1)　甲

商号：株式会社関通

住所：兵庫県尼崎市西向島町111－４

(2)　乙

商号：株式会社関通物流分割準備会社

住所：兵庫県尼崎市西向島町111－４

 

第３条（効力発生日）

　本吸収分割がその効力を生ずる日（以下「効力発生日」という）は、2026年3月1日とする。ただし、必要に応じて、

甲及び乙が協議の上、これを変更することができる。

 

第４条（承継する権利義務等）

１.　乙は、本吸収分割により、甲から承継する資産、債務、雇用契約、その他の権利義務(以下「本承継対象権利義

務」という)は、別紙「承継権利義務明細」に記載のとおりとする。

２.　本吸収分割による甲から乙への債務及び義務の承継は、重畳的債務引受の方法による。

 

第５条（吸収分割に際して交付する金銭等）

　乙は、甲が乙の発行済み株式の全部を所有していることから、本吸収分割に際して、甲に対し、本吸収分割により承

継する権利義務に代わる金銭等の交付を行わない。

 

第６条（吸収分割承継会社の資本金及び準備金に関する事項）

　本吸収分割により乙の資本金及び準備金の額は、増加しない。

 

第７条（株主総会の決議）

１．甲は、効力発生日の前日までに、 株主総会を招集し、本契約の承認の決議を求める。

２．乙は、会社法第796条第1項に基づき、本契約についての会社法第795条第1項に定める株主総会の承認を得ないで本

吸収分割を行うものとする。

 

第８条（本契約の変更及び解除）

　本契約締結後効力発生日までの間、天災地変その他の事由により、甲又は乙の資産状態若しくは経営状態に重要な変

更が生じたとき又は本契約の目的の達成が困難になったときは、甲及び乙が協議の上、本吸収分割の条件その他本契約

の内容を変更し、又は本契約を解除することができる。
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第９条（本契約の効力）

　本契約は、効力発生日の前日までに第7条第１項に定める甲の株主総会の決議による本契約の承認又は法令の定める

関係官庁の承認が得られないときは、その効力を失う。

 

第10条（協議）

　本契約に定めるもののほか、本吸収分割に必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲及び乙が協議の上、これを定め

る。

 

本契約締結の証として本書1通を作成し、甲及び乙は記名捺印の上、乙が原本1通を、甲が写し1通を保有する。

2025年11月14日

 

(甲)

兵庫県尼崎市西向島町111-4

株式会社関通

代表取締役　達城　久裕

 

(乙)

兵庫県尼崎市西向島町111-4

株式会社関通物流分割準備会社

代表取締役　河井　章宏

 

＜当社と株式会社関通分割準備会社との吸収分割契約の内容＞

吸収分割契約書（写）

 

　株式会社関通（以下「甲」という）及び株式会社関通分割準備会社（以下「乙」という）は、甲の事業に関する権利

義務の一部を乙に承継させる吸収分割（以下「本吸収分割」という）に関し、次のとおり吸収分割契約（以下「本契

約」という）を締結する。

 

第１条（吸収分割）

　甲は、吸収分割の方法により、甲の関西地区の物流サービス事業（以下「本件事業」という）に関して甲が有する第

4条に定める権利義務を乙に承継させ、 乙はこれを承継する。

 

第２条（商号及び住所）

　本吸収分割にかかる甲及び乙の商号及び住所は、次のとおりである。

(1)　甲

商号：株式会社関通

住所：兵庫県尼崎市西向島町111－４

(2)　乙

商号：株式会社関通分割準備会社

住所：兵庫県尼崎市西向島町111－４

 

第３条（効力発生日）

　本吸収分割がその効力を生ずる日（以下「効力発生日」という）は、2026年3月1日とする。ただし、必要に応じて、

甲及び乙が協議の上、これを変更することができる。

 

第４条（承継する権利義務等）

１.　乙は、本吸収分割により、甲から承継する資産、債務、雇用契約、その他の権利義務(以下「本承継対象権利義

務」という)は、別紙「承継権利義務明細」に記載のとおりとする。

２.　本吸収分割による甲から乙への債務及び義務の承継は、重畳的債務引受の方法による。

 

第５条（吸収分割に際して交付する金銭等）

　乙は、甲が乙の発行済み株式の全部を所有していることから、本吸収分割に際して、甲に対し、本吸収分割により承

継する権利義務に代わる金銭等の交付を行わない。

 

第６条（吸収分割承継会社の資本金及び準備金に関する事項）

本吸収分割により乙の資本金及び準備金の額は、増加しない。
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第７条（株主総会の決議）

１．甲は、効力発生日の前日までに、 株主総会を招集し、本契約の承認の決議を求める。

２．乙は、会社法第796条第1項に基づき、本契約についての会社法第795条第1項に定める株主総会の承認を得ないで本

吸収分割を行うものとする。

 

第８条（本契約の変更及び解除）

　本契約締結後効力発生日までの間、天災地変その他の事由により、甲又は乙の資産状態若しくは経営状態に重要な変

更が生じたとき又は本契約の目的の達成が困難になったときは、甲及び乙が協議の上、本吸収分割の条件その他本契約

の内容を変更し、又は本契約を解除することができる。

 

第９条（本契約の効力）

　本契約は、効力発生日の前日までに第7条第１項に定める甲の株主総会の決議による本契約の承認又は法令の定める

関係官庁の承認が得られないときは、その効力を失う。

 

第10条（協議）

　本契約に定めるもののほか、本吸収分割に必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲及び乙が協議の上、これを定め

る。

 

本契約締結の証として本書1通を作成し、甲及び乙は記名捺印の上、乙が原本1通を、甲が写し1通を保有する。

2025年11月14日

 

(甲)

兵庫県尼崎市西向島町111-4

株式会社関通

代表取締役　達城　久裕

 

(乙)

兵庫県尼崎市西向島町111-4

株式会社関通分割準備会社

代表取締役　朝倉　寛士

 

＜当社と株式会社関通IT分割準備会社との吸収分割契約の内容＞

吸収分割契約書（写）

 

　株式会社関通（以下「甲」という）及び株式会社関通IT分割準備会社（以下「乙」という）は、甲の事業に関する権

利義務の一部を乙に承継させる吸収分割（以下「本吸収分割」という）に関し、次のとおり吸収分割契約（以下「本契

約」という）を締結する。

 

第１条（吸収分割）

　甲は、吸収分割の方法により、甲のITサービス事業（以下「本件事業」という）に関して甲が有する第4条に定める

権利義務を乙に承継させ、 乙はこれを承継する。

 

第２条（商号及び住所）

　本吸収分割にかかる甲及び乙の商号及び住所は、次のとおりである。

(1)　甲

商号：株式会社関通

住所：兵庫県尼崎市西向島町111－４

(2)　乙

商号：株式会社関通IT分割準備会社

住所：兵庫県尼崎市西向島町111－４

 

第３条（効力発生日）

　本吸収分割がその効力を生ずる日（以下「効力発生日」という）は、2026年3月1日とする。ただし、必要に応じて、

甲及び乙が協議の上、これを変更することができる。
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第４条（承継する権利義務等）

１.　乙は、本吸収分割により、甲から承継する資産、債務、雇用契約、その他の権利義務(以下「本承継対象権利義

務」という)は、別紙「承継権利義務明細」に記載のとおりとする。

２.　本吸収分割による甲から乙への債務及び義務の承継は、重畳的債務引受の方法による。

 

第５条（吸収分割に際して交付する金銭等）

　乙は、甲が乙の発行済み株式の全部を所有していることから、本吸収分割に際して、甲に対し、本吸収分割により承

継する権利義務に代わる金銭等の交付を行わない。

 

第６条（吸収分割承継会社の資本金及び準備金に関する事項）

　本吸収分割により乙の資本金及び準備金の額は、増加しない。

 

第７条（株主総会の決議）

１．甲は、効力発生日の前日までに、 株主総会を招集し、本契約の承認の決議を求める。

２．乙は、会社法第796条第1項に基づき、本契約についての会社法第795条第1項に定める株主総会の承認を得ないで本

吸収分割を行うものとする。

 

第８条（本契約の変更及び解除）

　本契約締結後効力発生日までの間、天災地変その他の事由により、甲又は乙の資産状態若しくは経営状態に重要な変

更が生じたとき又は本契約の目的の達成が困難になったときは、甲及び乙が協議の上、本吸収分割の条件その他本契約

の内容を変更し、又は本契約を解除することができる。

 

第９条（本契約の効力）

　本契約は、効力発生日の前日までに第7条第１項に定める甲の株主総会の決議による本契約の承認又は法令の定める

関係官庁の承認が得られないときは、その効力を失う。

 

第10条（協議）

　本契約に定めるもののほか、本吸収分割に必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲及び乙が協議の上、これを定め

る。

 

本契約締結の証として本書1通を作成し、甲及び乙は記名捺印の上、乙が原本1通を、甲が写し1通を保有する。

2025年11月14日

 

(甲)

兵庫県尼崎市西向島町111-4

株式会社関通

代表取締役　達城　久裕

 

(乙)

兵庫県尼崎市西向島町111-4

株式会社関通IT分割準備会社

代表取締役　古川　雄貴

 

＜当社と株式会社関通営業分割準備会社との吸収分割契約の内容＞

吸収分割契約書（写）

 

　株式会社関通（以下「甲」という）及び株式会社関通営業分割準備会社（以下「乙」という）は、甲の事業に関する

権利義務の一部を乙に承継させる吸収分割（以下「本吸収分割」という）に関し、次のとおり吸収分割契約（以下「本

契約」という）を締結する。

 

第１条（吸収分割）

　甲は、吸収分割の方法により、甲の営業サービス事業（以下「本件事業」という）に関して甲が有する第4条に定め

る権利義務を乙に承継させ、 乙はこれを承継する。

 

第２条（商号及び住所）

　本吸収分割にかかる甲及び乙の商号及び住所は、次のとおりである。
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(1)　甲

商号：株式会社関通

住所：兵庫県尼崎市西向島町111－４

(2)　乙

商号：株式会社関通営業分割準備会社

住所：兵庫県尼崎市西向島町111－４

 

第３条（効力発生日）

　本吸収分割がその効力を生ずる日（以下「効力発生日」という）は、2026年3月1日とする。ただし、必要に応じて、

甲及び乙が協議の上、これを変更することができる。

 

第４条（承継する権利義務等）

１.　乙は、本吸収分割により、甲から承継する資産、債務、雇用契約、その他の権利義務(以下「本承継対象権利義

務」という)は、別紙「承継権利義務明細」に記載のとおりとする。

２.　本吸収分割による甲から乙への債務及び義務の承継は、重畳的債務引受の方法による。

 

第５条（吸収分割に際して交付する金銭等）

　乙は、甲が乙の発行済み株式の全部を所有していることから、本吸収分割に際して、甲に対し、本吸収分割により承

継する権利義務に代わる金銭等の交付を行わない。

 

第６条（吸収分割承継会社の資本金及び準備金に関する事項）

　本吸収分割により乙の資本金及び準備金の額は、増加しない。

 

第７条（株主総会の決議）

１．甲は、効力発生日の前日までに、 株主総会を招集し、本契約の承認の決議を求める。

２．乙は、会社法第796条第1項に基づき、本契約についての会社法第795条第1項に定める株主総会の承認を得ないで本

吸収分割を行うものとする。

 

第８条（本契約の変更及び解除）

　本契約締結後効力発生日までの間、天災地変その他の事由により、甲又は乙の資産状態若しくは経営状態に重要な変

更が生じたとき又は本契約の目的の達成が困難になったときは、甲及び乙が協議の上、本吸収分割の条件その他本契約

の内容を変更し、又は本契約を解除することができる。

 

第９条（本契約の効力）

　本契約は、効力発生日の前日までに第7条第１項に定める甲の株主総会の決議による本契約の承認又は法令の定める

関係官庁の承認が得られないときは、その効力を失う。

 

第10条（協議）

　本契約に定めるもののほか、本吸収分割に必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲及び乙が協議の上、これを定め

る。

 

本契約締結の証として本書1通を作成し、甲及び乙は記名捺印の上、乙が原本1通を、甲が写し1通を保有する。

2025年11月14日

 

(甲)

兵庫県尼崎市西向島町111-4

株式会社関通

代表取締役　達城　久裕

 

(乙)

兵庫県尼崎市西向島町111-4

株式会社関通物流分割準備会社

代表取締役　松岡　正剛

 

4.吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠
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承継会社1,2,3,4は、当社の完全子会社であることから、吸収分割に際して当社に対し、本分割により承継する権利義

務に代わる金銭等の交付は行わないことを、当社と承継会社1,2,3,4と協議した上で決定したものであり、相当である

と判断しております。

 

5.当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、

総資産の額及び事業の内容

 

商号 :株式会社株式会社関通EastLogistics

（2025年12月12日付で株式会社関通物流分割準備会社から商号変更予定）

本店の所在地:兵庫県尼崎市西向島町111番地の4

代表者の氏名:代表取締役 河井 章宏

資本金の額 : 20,000千円

純資産の額 : 20,000千円

総資産の額 : 20,000千円

事業の内容 :関東地区の配送センターの管理運営業務の受託または請負等

 

商号 :株式会社関通WestLogistics

（2025年12月12日付で株式会社関通分割準備会社から商号変更予定）

本店の所在地:兵庫県尼崎市西向島町111番地の4

代表者の氏名:代表取締役 朝倉 寛士

資本金の額 : 20,000千円

純資産の額 : 20,000千円

総資産の額 : 20,000千円

事業の内容 :関西地区の配送センターの管理運営業務の受託または請負等

商号 :株式会社NEWSNyx

（2025年12月12日付で株式会社関通IT分割準備会社から商号変更予定）

本店の所在地:兵庫県尼崎市西向島町111番地の4

代表者の氏名:代表取締役 古川 雄貴

資本金の額 : 20,000千円

純資産の額 : 20,000千円

総資産の額 : 20,000千円

事業の内容 :コンピューターシステムの企画、設計、開発、構築、保守、運用及び 管理等

 

商号 :株式会社TRYSTONE

（2025年12月12日付で株式会社関通営業分割準備会社から商号変更予定）

本店の所在地:兵庫県尼崎市西向島町111番地の4

代表者の氏名:代表取締役 松岡 正剛

資本金の額 : 20,000千円

純資産の額 : 20,000千円

総資産の額 : 20,000千円

事業の内容 :物流サービス及び物流関連システムの販売、導入支援、運用サポート 並びにそれらに付随する営業代行

業務等

 

 

以 上
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